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岡崎市での「反貧困・駆け込み相談会」に参加・ご協力を！ 

 

 昨今「派遣切り」・雇い止めにより、数万人規模の非正規労働者が仕事と住まいを奪わ

れ、帰る家がない大半の非正規労働者がホームレス状態に追い込まれようとしています。

すでに１月５日以降仕事と住居を失った人々100人前後が、連日名古屋市中村区社会福祉事

務所に殺到し（最初を除けば初めての相談者は２割前後）、支援者も連日駆けつけ、福祉

事務所によって元社員寮などが活用されつつ生活保護が適用され、その後アパートに転居

するということが行われています。また、三河地方でも保護申請者が増えていると聞いて

おります。 

「派遣切り」・雇い止めなどにより職を失う非正規労働者は、現段階で、２００９年３

月末までに１５万人を超え、愛知は全国の都道府県で最多の２万人を超えると言われてい

ます。その多数を占めるのが、愛知県に本拠を置く自動車関連企業、電気関連企業などの

製造業大企業であり、今後三河地方で、「派遣切り」・「期間工切り」・雇い止めがされ

る労働者がさらに多く予想されます。 

わたしたちは事態を黙認しているわけにはいきません。そこで、昨年末東京で行われた

「年越し派遣村」で行われた総合相談を参考に、解雇・雇い止めなどにあった人などを対

象に、３月２１～２２日に岡崎市で「反貧困・駆け込み相談会」を開催することにしまし

た。 

準備不足のままに開催を行わざるを得ないので、多くの方々の参加とご協力を必要とし

ています。また必要な資金のために、募金にご協力ください。 よろしくお願いします。 

 

＜相談会名＞ 反貧困・駆け込み相談会 

日 時： 2009年3月21日（土）10時～17時、22日（日）10時～16時 

場 所： 東岡崎駅岡ビル百貨店３階（岡崎市明大寺本町4-70） 

（名鉄金山駅より名古屋本線特急27分 名鉄「東岡崎駅」北口前） 

相談内容： 雇用・労働相談、住宅相談、医療相談、生活保護相談、多重債務相談。 

（＊会場で宿泊はできません。）（相談場所及び駅ビル敷地内は禁煙です） 

 

相談員（予定）：愛知県弁護士会弁護士、司法書士、社会保険労務士、社会福祉士、 

労働組合関係者、医師、看護師、精神保健福祉士、住宅協同組合関係者 

市民ボランティア 

主催者：愛知派遣村実行委員会 

     委員長：藤井克彦（笹島診療所） 

     副委員長：柘植直也（弁護士）、水谷英二（司法書士） 

     本部事務局長：森 弘典（弁護士）、 現地事務局：高桒美奈（弁護士） 

後 援： 愛知県弁護士会（他にも依頼中） 

連絡先： 愛知派遣村実行委員会事務局 

住所：名古屋市名東区社台1-297-302  

電話（期間中のみ）：090-1727-1920  Eﾒｰﾙ：hironori@fb3.so-net.ne.jp   

            

 なお、23日（月）からの各福祉事務所での生活保護申請等への同行支援も、検討中です。 

 （皆さんへの具体的なお願いは、裏面をご覧下さい） 
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次のようなことに参加、あるいは御協力をお願いします 

 

１．相談員 

法律家相談員の募集は、弁護士会等で行います。法律家以外で次の相談員のみを一般

募集をします。原則として事前研修に参加してください。 

相談員の希望者は、以下の各連絡先に連絡してください。 

（１）生活保護相談（生活保護制度を知っている人） 

藤井克彦：（Ｅメール）fujii.k@mbg.nifty.com 

（２）医療相談： 

白井看護師:（Ｅメール）shirai@aichi-med-u.ac.jp 

 

２．相談時のボランティア通訳 

  外国人の相談者も予想されます。ポルトガル語などの通訳ができる人を募集します。 

  連絡先：船崎弁護士：（Ｅメール）houterasu-mikawa1@eco.ocn.ne.jp 

 

３．会場運営や宣伝などのボランティア 

  次のようなことを行います。下記の責任者に連絡をしてください。 

   連絡先：榑松（kurematsu@airoren.gr.jp、Tel：052-871-5433 Fax：052-871-5618） 
  ・20日（金）１３時からの会場設営作業、 

・22日（日）１６時からの会場撤収作業、 

・会場内での誘導や付き添い、及び会場周辺の誘導・整理、 

・相談当日に自動車で運搬・移動（自動車付きで）、 

・チラシの配布、メールやホームページでの宣伝・紹介など。 

・その他なんでも。 

 

４．23日（月）～24日（火）の公的機関への同行支援者の募集 

  三河地方の各福祉事務所での生活保護申請の支援やハローワークへの同行支援などが

想定されます。自動車をお持ちの方は、自動車で来て頂けるとありがたいです。 

   連絡先：高桒（0564-65-2314 椿総合法律事務所） 

 

５．事前研修（相談当日参加者は原則としていずれかの研修に参加してください） 

（１）日時  

・３月１７日（火）１８時～１９時半。愛知県司法書士会館（熱田区）にて。 

・３月２０日(金・休)１３時からの会場設営終了後。東岡崎駅岡ビル百貨店３階。 

（２）内容 

  ①取り組みの趣旨・心構え、②相談の流れ、③生活保護申請、④非正規雇用問題。 

 

６．カンパのお願い：振込先 

  みなさんからのカンパが頼りです。よろしくお願いします。 

   振込先： 三菱東京UFJ銀行大曽根支店 普通 ０００６７４５ 

愛知派遣村実行委員会 会計 勝見奈保子 


